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物価高騰の影響を受ける施設に対しての支援（前年度）
内容

北
摂

・保育所、認定こども園、幼稚園（新制度未移行園含む）：１園あたり200,000円を補助　・地域型保育事業所：１園あたり100,000円を補助

１事業所につき100,000円支給（分園を運営している場合は、当該分園を合わせて１事業所とみなす）

物価高騰対策補助金：①自園調理で給食を提供している施設　238円に各月1日時点の在園数を乗じて得た額　②外部搬入で給食を提供している施設　1食当たりの前年度からの上昇額に給食提供実施日数を乗じて得た額（物価高騰対
策支援金：利用定員の区分に応じて交付）20人以下　100，000円　　21人以上60人以上　200，000円　　61人以上120人以下　300，000円　　121人以上　400，000円

定員　１人～２０人　１００，０００円　２１人～４０人　２００，０００円　４１人～６０人　３００，０００円　６１人～１２０人　５００，０００円　１２１人～２００人　７００，０００円　２０１人～９００，０００円

令和4年10月から開始し、3号認定児1人あたり月額575円　2号認定児1人あたり月額570円　1号認定児1人あたり月額480円を物価高騰による給食費等の値上げをしないことを条件に支給

・給食の食材料費高騰に対する支援のため、民間保育施設に対して、補助金を支給。5,500円×市が算出した物価上昇率×利用児童数×8月（令和4年8月～3月分）
・光熱費の高騰に対する支援のため、民間保育施設、認可外保育施設、一時保育実施施設、病児保育事業所等に対し、補助金を支給。大阪府の補助期間を除く5月分を実施。月額500円（幼稚園は300円）×定員数×5月

児童１人あたり220円 に定員数を乗じて得た額を月上限として補助。

なし

食材費の物価高騰分を補助。

なし

北
大
阪

【私立施設】①光熱費等支援：民間の保育所、認定こども園、幼稚園及び小規模保育事業実施施設に対し50,000円/施設を上限に補助②食材費支援：民間の保育所、認定こども園、幼稚園に対し150,000円/施設、小規模保育事業実施施
設に対し50,000円/施設を上限に補助

・給食費無償化補助金　（令和４年８月～令和５年３月までの各月初日在籍児童数×給食費の合計金額を補助するもの。）・給食食材費緊急支援事業補助金　（給食費×R4.4.1在籍児童数×12カ月×4.4％（物価上昇率）分を補助するも
の。）・物価高騰対策緊急支援補助金　（施設の定員数により補助するもの。定員30人未満：100,000円、定員31人～60人まで：200,000円、61人～90人：300,000円、91人以上：400,000円）

なし

・認定こども園、保育所又は幼稚園　定員が100人未満 300,000円　定員が100人以上200人未満400,000円　定員が200人以上 500,000円
・小規模保育事業、事業所内保育事業又は認可外保育施設（居宅訪問型を除く。） 150,000円
・認可外保育施設（居宅訪問型に限る。） 30,000円

門真市物価高騰対策緊急支援金として、市内にある私立幼稚園、保育所、認定こども園に対して200,000円、小規模保育事業所に対して50,000円を支給。

なし

利用定員ごとに支援額を設定20人未満は150千円、70人未満は350千円、90人未満は600千円、90人以上は700千円

なし

河
内

１．子育て支援施設等物価高騰対策支援金（私学助成を受ける幼稚園・認可外保育施設）　５０人未満　１００,０００円　５０人以上９９人以下　２００,０００円　１００人以上　　３００,０００円
２．物価高騰等による子育て施設等給食費緊急支援事業費補助金（私学助成を受ける幼稚園・認可外保育施設）３歳から５歳の在籍児童数（令和4年5月1日現在）×5,400円
※「給食費」を保護者から徴収している施設が対象であって、弁当を持参している等は対象外。
※5,400円の積算について　国が示す副食費の額4,500円に物価上昇率を10％（450円）と仮定し、対象期間令和4年4月1日から令和5年3月31日の12か月を乗じたもの。

　エネルギー費支援金　定員１人当たり2,200円　食料品費支援金　　　定員１人当たり2,100円（6カ月分）

南
大
阪

なし

利用定員区分（99人以下・100人以上）に応じた補助単価を4月1日時点の在籍こども数に乗じて得た額と、対象経費について、前年同期間の実績との差額のいずれか低い額を補助（対象経費：給食の賄材料費、光熱費）

なし

なし

なし

・特定教育・保育施設に事業継続分として200,000円、食料品対策分として200,000円　・地域子育て支援拠点（市が事業を委託している事業所に限る。）に事業継続分として100,000円、食料品対策分として100,000円　・認可外保育施設に事
業継続分として100,000円、食料品対策分として100,000円

各園に対し、令和3年度保育所等の食材費・光熱水費×物価上昇率×11/12を補助。

施設に対して、物価高騰に伴う給食材料費の増加相当額を補助。

なし

給食費月額単価１９３円、光熱費月額単価２３８円として、在籍児童数、定員数に応じて12か月分を支給。定員50人規模の施設の場合　約２６万円（給食費支援1２万円＋光熱費支援1５万円）　定員100人規模の施設の場合　　約５２万円
（給食費支援23万円＋光熱費支援２９万円）

なし

泉
州

各月１日の入所児童数×1,061円（光熱費と食糧費の増加単価）

 【市域内に所在する民間幼保連携型認定こども園】食材費高騰に係る補助　各園の月額給食費に令和4年6月1日現在の児童数を乗じたものの15％　・光熱費高騰に係る補助　令和4年10月1日現在の児童数に2,900円を乗じたもの

児童数に応じて保育施設に対して支援を実施　（市内民間保育所・認定こども園・小規模保育事業所・私立幼稚園・認可外保育施設（居宅訪問型保育事業を除く）
１人から39人　 ５万円　40人から79人  10万円　80人から119人　20万円　120人から159人 30万円　160人から199人　40万円　200人以上　　50万円

各施設を利用する1号認定児童児童及び2・3号認定児童数に911円を乗じた額

・食材の物価高騰に対する補助　【補助対象期間】令和４年６月～令和５年２月分　【補助金額（上限）】各月初日の在籍児童数に540円をそれぞれ乗じて得た額
・光熱費の高等に対する補助　【補助対象期間】令和４年４月～令和５年２月分　【補助金額（上限）】1,000,000円

なし

・食材料費等の物価高騰に伴う、給食材料費への補助金　月初の泉南市民である利用児童一人当たり　月額500円
・エネルギー費高騰に伴う、光熱水費への補助金　月初の泉南市民である利用児童一人当たり　月額500円

なし

物価高騰の影響を受けている民間保育園等に対して高騰分を支援することで給食の内容維持を求める（単価287円×令和4年４月～令和5年3月までの間の毎月1日時点の児童数を乗じた金額を補助）

なし

・私立保育施設等が令和４年４月１日から令和５年２月２８日以前の任意の月の末日の期間に支払った運営に必要な経費（電気・ガス・燃料・食料品等）（私立幼稚園及び認定こども園上限：1,000,000円認可外保育施設上限500,000円）を支
給。
・私立保育施設が令和５年１月１日から同年３月３１日までの期間の給食費の徴収を免除する際に要する経費を支給。（副食費徴収免除対象者：児童数×3,000円×実施月数、副食費徴収対象者：児童数×7,500円×実施月数）

なし


